
   神 奈 川 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 神 奈 川 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 4 5年 神 奈 川 県 規 則 第 4 3号 ） の  

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 １ 条 第 １ 項 中 「 第 ７ 条 第 ８ 項 」 を 「 第 ７ 条 第 ７ 項 」 に 改 め 、  

同 項 た だ し 書 中 「 又 は 第 2 4号 」 及 び 「 の 環 境 性 能 割 又 は 種 別 割 」  

を 削 る 。  

第 １ 条 の ６ 第 ５ 号 中 「 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て 、 」 を 削 り 、  

同 条 第 ６ 号 中 「 又 は 第 2 4号 」 を 削 り 、 「 こ れ ら 」 を 「 同 号 」 に 改

め る 。  

第 ２ 条 第 1 5号 か ら 第 2 3号 の ２ ま で を 削 り 、 同 条 第 2 4号 中 「 障 害  

者 の た め に 専 ら 供 す る 」 を 「 政 令 第 ７ 条 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で に

掲 げ る 者 （ 以 下 「 身 体 障 害 者 等 」 と い う 。 ） の う ち 別 表 第 １ に 規

定 す る 障 害 の 級 別 及 び 程 度 に 該 当 す る 障 害 を 有 す る も の（ 以 下「 障

害 者 」 と い う 。 ） の た め に 専 ら 供 す る 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を

削 り 、 同 号 を 同 条 第 1 5号 と し 、 同 条 第 2 5号 中 「 障 害 福 祉 施 設 」 を

「 児 童 福 祉 法（ 昭 和 2 2年 法 律 第 1 6 4号 ）第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 児

童 福 祉 施 設 、 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る

た め の 法 律（ 平 成 1 7年 法 律 第 1 2 3号 。以 下「 障 害 者 総 合 支 援 法 」と

い う 。 ） 第 ５ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ６ 項 の 主 務 省 令 で 定 め る 施 設 若

し く は 同 条 第 1 1項 に 規 定 す る 障 害 者 支 援 施 設 （ 以 下 「 障 害 福 祉 施

設 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 第 3 1号 」 を 「 第 2 2号 」 に 改 め 、 「 の 種 別

割 」 を 削 り 、 同 号 を 同 条 第 1 6号 と し 、 同 条 第 2 6号 中 「 公 益 社 団 法

人 」 及 び 「 公 益 財 団 法 人 」 の 次 に 「 （ 社 会 福 祉 事 業 を 行 う こ と を

目 的 と す る 法 人 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、

「 障 害 児 」 を 「 児 童 福 祉 法 第 ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 障 害 児 （ 以 下

「 障 害 児 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 介 護 老 人 施 設 に 入 所 し て い る 要 介

護 者 」を「 介 護 保 険 法（ 平 成 ９ 年 法 律 第 1 2 3号 ）に 規 定 す る 地 域 密

着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 、 介 護 老 人 福 祉 施 設 、 介 護 老 人 保 健 施 設 若

し く は 介 護 医 療 院 （ 次 号 に お い て 「 介 護 老 人 施 設 」 と い う 。 ） に

入 所 し て い る 同 法 第 ７ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 要 介 護 者 （ 以 下 「 要 介

護 者 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 号 を 同 条 第

1 7号 と し 、 同 条 第 2 7号 中 「 身 体 障 害 者 福 祉 法 」 の 次 に 「 （ 昭 和 2 4

年 法 律 第 2 8 3号 ） 」 を 加 え 、「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 号 を 同 条 第 1 8

号 と し 、 同 条 第 2 8号 中 「 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 」 の 次 に 「 （ 平 成

1 0年 法 律 第 ７ 号 ） 」 を 、 「 規 定 す る 法 人 」 の 次 に 「 （ 社 会 福 祉 事

業 を 行 う こ と を 目 的 と す る 法 人 に 限 る 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） 」



を 、「 、 又 は 老 人 福 祉 法 」 の 次 に 「 （ 昭 和 3 8年 法 律 第 1 3 3号 ） 」 を

加 え 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 号 ア 中 「 規 定 す る 通 所 リ ハ ビ リ テ

ー シ ョ ン 」及 び「 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 」の 次 に「（ 入

浴 及 び 食 事 の 提 供 を 伴 う も の に 限 る 。）」を 、「 第 一 号 通 所 事 業 」

の 次 に 「 （ 地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的 な 確 保 を 推 進 す る

た め の 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 2 6年 法 律 第 8 3号 ） 第

５ 条 の 規 定 （ 同 法 附 則 第 １ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 に 限 る 。 ）

に よ る 改 正 前 の 介 護 保 険 法 第 ８ 条 の ２ 第 ７ 項 に 規 定 す る 介 護 予 防

通 所 介 護 に 相 当 す る も の と し て 市 町 村 が 定 め る も の に 限 る 。 ） 」

を 、 「 要 介 護 者 又 は 」 の 次 に 「 介 護 保 険 法 第 ７ 条 第 ４ 項 に 規 定 す

る 」 を 加 え 、 同 号 を 同 条 第 1 9号 と し 、 同 条 第 2 9号 中 「 第 一 号 訪 問

事 業 」 の 次 に 「 （ 地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的 な 確 保 を 推

進 す る た め の 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 第 ５ 条 の 規 定 （ 同 法

附 則 第 １ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 前 の 介

護 保 険 法 第 ８ 条 の ２ 第 ２ 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 訪 問 介 護 に 相 当 す

る も の と し て 市 町 村 が 定 め る も の に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 「 係 る 同

法 」 を 「 係 る 介 護 保 険 法 」 に 改 め 、 「 類 す る 事 業 」 の 次 に 「 （ 当

該 事 業 に 係 る サ ー ビ ス の 提 供 を 受 け る た め に 要 す る 費 用 に つ い て

県 内 の 市 町 村 の 補 助 を 受 け て い る 者 を 対 象 と す る 事 業 に 限 る 。）」

を 加 え 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 号 を 同 条 第 2 0号 と し 、 同 条 第 3 0

号 中 「 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 等 を 」 を 「 障 害 者 総 合 支 援 法 第 ５ 条

第 2 8項 に 規 定 す る 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 又 は 就 労 す る こ と が 困 難

な 在 宅 障 害 者 に 対 し 、 地 方 公 共 団 体 の 補 助 を 受 け て 作 業 訓 練 等 を

行 う 施 設 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 等 」 と い

う 。 ） を 」 に 、 「 第 2 7号 」 を 「 第 1 8号 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を

削 り 、 同 号 を 同 条 第 2 1号 と し 、 同 条 第 3 1号 中 「 第 2 4号 」 を 「 第 1 5

号 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 号 を 同 条 第 2 2号 と し 、 同 条

第 3 2号 中 「 医 療 法 」 の 次 に 「 （ 昭 和 2 3年 法 律 第 2 0 5号 ） 」 を 、「 開

設 者 」の 次 に「（ 日 本 赤 十 字 社 を 除 く 。）」を 加 え 、「 の 種 別 割 」

を 削 り 、 同 号 を 同 条 第 2 3号 と し 、 同 条 第 3 3号 中 「 の 種 別 割 」 を 削

り 、 同 号 を 同 条 第 2 4号 と し 、 同 条 第 3 4号 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、

同 号 を 同 条 第 2 5号 と し 、 同 条 第 3 5号 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 号

を 同 条 第 2 6号 と し 、 同 条 第 3 6号 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 号 を 同

条 第 2 7号 と し 、 同 条 第 3 7号 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 号 を 同 条 第

2 8号 と し 、 同 条 第 3 8号 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 号 を 同 条 第 2 9号

と し 、同 条 第 3 9号 中「 の 種 別 割 」を 削 り 、同 号 を 同 条 第 3 0号 と し 、



同 条 第 4 0号 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 号 を 同 条 第 3 1号 と す る 。  

第 ７ 条 第 ４ 項 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 ５ 項 中 「 次 項 に お  

い て 同 じ 。 」 及 び 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 ６ 項 を 削 り 、 同 条

第 ７ 項 中 「 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 」 を 「 前 各 項 」 に 、 「 同 項 」 を

「 前 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ６ 項 と し 、 同 条 第 ８ 項 を 同 条 第 ７

項 と す る 。  

第 1 2条 第 １ 号 中 「 の 環 境 性 能 割 及 び 種 別 割 並 び に 」 を 「 及 び 」  

に 、 「 自 動 車 税 に 関 す る 事 項 の 証 明 に あ つ て は 環 境 性 能 割 又 は 種

別 割 ご と に １ 件 と し 、 特 別 法 人 事 業 税 に 関 す る 事 項 の 証 明 に あ つ

て は 」 を 「 特 別 法 人 事 業 税 に 関 す る 事 項 の 証 明 に あ つ て は 、 」 に

改 め る 。  

第 1 3条 中「 同 条 第 3 3号 」を「 同 条 第 2 4号 」に 改 め 、「 の 種 別 割 」  

を 削 り 、「 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 並 び に 法 第 1 7 7条 の 1 1第 ３ 項 」を

「 法 第 1 5 8条 第 ３ 項 」に 改 め 、「 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 及 び 」を 削

る 。  

第 1 3条 の ２ 第 １ 項 中 「 の 種 別 割 」 を 削 る 。  

第 2 5条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 2 5条  削 除  

 附 則 第 ７ 項 中 「 附 則 第 2 3項 に 」 を 「 附 則 第 2 2項 に 」 に 、 「 附 則

第 2 3項 各 号 」 を 「 附 則 第 2 2項 各 号 」 に 改 め る 。  

附 則 第 ９ 項 中 「 附 則 第 2 9項 第 ３ 号 」 を 「 附 則 第 2 8項 第 ３ 号 」 に

改 め る 。  

 附 則 第 2 2項 を 削 る 。  

 附 則 第 2 3項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 を 削 り 、 同 項 第 ３ 号 中 「 一 般 乗 合

旅 客 自 動 車 で 、 公 共 交 通 移 動 等 円 滑 化 基 準 」 を 「 道 路 運 送 法 （ 昭

和 2 6年 法 律 第 1 8 3号 ）第 ３ 条 第 １ 号 イ に 規 定 す る 一 般 乗 合 旅 客 自 動

車 運 送 事 業 の 用 に 供 す る 自 動 車 （ 同 法 第 ５ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定

す る 路 線 定 期 運 行 の 用 に 供 す る 自 動 車 に 限 る 。 ） で 、 高 齢 者 、 障

害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 1 8年 法 律 第 9 1

号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 公 共 交 通 移 動 等 円 滑 化 基 準 （ 次 号 に

お い て 「 公 共 交 通 移 動 等 円 滑 化 基 準 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 の 種 別

割 （ 初 回 新 規 登 録 」 を 「 （ 最 初 の 道 路 運 送 車 両 法 第 ７ 条 第 １ 項 の

規 定 に よ る 新 規 登 録 （ 県 内 に お け る 登 録 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お

い て「 初 回 新 規 登 録 」と い う 。）」に 改 め 、「 の 種 別 割 」を 削 り 、

同 号 ア 中 「 ノ ン ス テ ッ プ バ ス 」 を 「 乗 降 口 か ら 車 椅 子 を 固 定 す る

こ と が で き る 設 備 ま で の 通 路 に 段 が な い 自 動 車 で 、 道 路 運 送 車 両



法 第 5 8条 に 規 定 す る 自 動 車 検 査 証 に お い て ノ ン ス テ ッ プ バ ス で あ

る 旨 が 明 ら か に さ れ て い る も の 」に 改 め 、同 号 を 同 項 第 １ 号 と し 、

同 項 第 ４ 号 中 「 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 」 を 「 道 路 運 送 法 第 ３ 条 第 １

号 ハ に 規 定 す る 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 の 用 に 供 す る 自 動 車  

」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 号 を 同 項 第 ２ 号 と し 、 同 項 を

附 則 第 2 2項 と す る 。  

附 則 第 2 4項 中 「 （ 法 附 則 第 1 2条 の ２ の 1 3第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で  

の 規 定 を 適 用 し て 算 出 し た 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 を 減 免 す る 場 合

に あ つ て は 、 こ れ ら の 規 定 が 適 用 さ れ な い も の と し て 算 出 し た 税

額 の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額（ 1 0 0円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、そ の

端 数 金 額 を 切 り 上 げ た 額 ） か ら 、 こ れ ら の 規 定 が 適 用 さ れ な い も

の と し て 算 出 し た 税 額 に 相 当 す る 額 と 税 額 と の 差 額 を 控 除 し た 額

（ 当 該 額 が ０ に 満 た な い と き は 、 ０ ） ） 」 を 削 り 、 同 項 を 附 則 第

2 3項 と し 、 附 則 第 2 5項 か ら 第 3 0項 ま で を １ 項 ず つ 繰 り 上 げ る 。  

 別 表 第 １ の ２  戦 傷 病 者 の 表 を 削 り 、 別 表 第 １ 中 ３  政 令 第 ７

条 第 １ 号 に 掲 げ る 者 の 表 を ２  政 令 第 ７ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 者 の 表

と し 、 ４  政 令 第 ７ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 者 の 表 を ３  政 令 第 ７ 条 第

２ 号 に 掲 げ る 者 の 表 と し 、 同 表 の 次 に 次 の １ 表 を 加 え る 。  

４  政 令 第 ７ 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 者  

障 害 の 区 分  

恩 給 法 （ 大 正 1 2年 法 律 第 4 8号 ） 別 表 第 １ 号 表 の

２ 及 び 第 １ 号 表 の ３ に 規 定 す る 重 度 障 害 の 程 度

及 び 障 害 の 程 度  

視 覚  特 別 項 症 か ら 第 ４ 項 症 ま で  

聴 覚  特 別 項 症 か ら 第 ４ 項 症 ま で  

上 肢  特 別 項 症 か ら 第 ３ 項 症 ま で  

下 肢  特 別 項 症 か ら 第 ６ 項 症 ま で 及 び 第 １ 款 症 か ら 第

３ 款 症 ま で の 各 款 症 に 相 当 す る 障 害 の 程 度  

体 幹  特 別 項 症 か ら 第 ６ 項 症 ま で 及 び 第 １ 款 症 か ら 第

３ 款 症 ま で の 各 款 症 に 相 当 す る 障 害 の 程 度  

そ の 他  特 別 項 症 か ら 第 ４ 項 症 ま で  

 別 表 第 ２ の 2 1の 項 か ら 2 9の 項 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

2 1  削 除  削 除  

2 2  削 除  削 除  

2 3  削 除  削 除  

2 4  削 除  削 除  

2 5  削 除  削 除  

2 6  削 除  削 除  

2 7  削 除  削 除  

2 8  削 除  削 除  



2 9  削 除  削 除  

別 表 第 ２ の 2 9の ２ の 項 を 削 り 、 同 表 3 0の 項 中 「 第 ２ 条 第 2 4号 」

を 「 第 ２ 条 第 1 5号 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 「 第 ２ 条 第 3 1

号 」 を 「 第 ２ 条 第 2 2号 」 に 、 「 第 1 7 7条 の 1 1第 １ 項 」 を 「 第 1 5 8条

第 １ 項 」に 、「 第 1 7 7条 の 1 0第 １ 項 」を「 第 1 5 7条 第 １ 項 」に 、「 第

1 7 7条 の 1 1第 ３ 項 」を「 第 1 5 8条 第 ３ 項 」に 、「 第 1 7 7条 の 1 0第 ２ 項 」

を「 第 1 5 7条 第 ２ 項 」に 改 め 、同 表 3 1の 項 中「 第 ２ 条 第 2 5号 」を「 第

２ 条 第 1 6号 」に 改 め 、「 の 種 別 割 」を 削 り 、「 第 1 7 7条 の 1 1第 １ 項 」

を 「 第 1 5 8条 第 １ 項 」 に 、「 第 1 7 7条 の 1 0第 １ 項 」 を 「 第 1 5 7条 第 １

項 」 に 、「 第 1 7 7条 の 1 1第 ３ 項 」 を 「 第 1 5 8条 第 ３ 項 」 に 、「 第 1 7 7

条 の 1 0第 ２ 項 」を 「 第 1 5 7条 第 ２ 項 」 に 改 め 、同 表 3 2の 項 中「 第 ２

条 第 2 6号 」 を 「 第 ２ 条 第 1 7号 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同

表 第 3 3の 項 中 「 第 ２ 条 第 2 7号 」 を 「 第 ２ 条 第 1 8号 」 に 改 め 、 「 の

種 別 割 」 を 削 り 、 同 表 3 4の 項 中 「 第 ２ 条 第 2 8号 」 を 「 第 ２ 条 第 1 9

号 」に 改 め 、「 の 種 別 割 」を 削 り 、同 表 3 5の 項 中「 第 ２ 条 第 2 9号 」

を 「 第 ２ 条 第 2 0号 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 表 3 6の 項 中

「 第 ２ 条 第 3 0号 」 を 「 第 ２ 条 第 2 1号 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削

り 、 同 表 3 7の 項 中 「 第 ２ 条 第 3 1号 」 を 「 第 ２ 条 第 2 2号 」 に 改 め 、

「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 表 3 8の 項 中 「 第 ２ 条 第 3 2号 」 を 「 第 ２ 条

第 2 3号 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 表 3 9の 項 中 「 第 ２ 条 第

3 3号 」 を 「 第 ２ 条 第 2 4号 」 に 改 め 、「 の 種 別 割 」 を 削 り 、「 第 1 7 7

条 の 1 0第 １ 項 」を 「 第 1 5 7条 第 １ 項 」 に 改 め 、同 表 4 0の 項 中「 第 ２

条 第 3 4号 」 を 「 第 ２ 条 第 2 5号 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同

表 4 1の 項 中 「 第 ２ 条 第 3 5号 」 を 「 第 ２ 条 第 2 6号 」 に 改 め 、 「 の 種

別 割 」を 削 り 、同 表 4 2の 項 中「 第 ２ 条 第 3 6号 」を「 第 ２ 条 第 2 7号 」

に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 表 4 3の 項 中 「 第 ２ 条 第 3 7号 」 を

「 第 ２ 条 第 2 8号 」に 改 め 、「 の 種 別 割 」を 削 り 、同 表 4 4の 項 中「 第

２ 条 第 3 8号 」 を 「 第 ２ 条 第 2 9号 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、

「 第 1 7 7条 の 1 0第 ２ 項 」 を 「 第 1 5 7条 第 ２ 項 」 に 改 め 、 同 表 4 5の 項

中 「 第 ２ 条 第 3 9号 」 を 「 第 ２ 条 第 3 0号 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を

削 り 、同 表 4 6の 項 中「 第 ２ 条 第 4 0号 」を「 第 ２ 条 第 3 1号 」に 改 め 、

「 の 種 別 割 」 を 削 る 。  

別 表 第 ４ の ４ の 項 中  

 

 

 



「  

納付書（自動車税環境性能割の更正・

決定用）   
第８号様式  

                           」  

「  

削 除   

                            」  

「 種 別 割 」 を 削 り 、 同 表 ５ の 項 中 「 種 別 割 」 を 削 り 、 同 表 3 5の 項

中 「 自 動 車 税 種 別 割 納 税 証 明 書 」 を 「 自 動 車 税 納 税 証 明 書 」 に 改

め 、 同 表 3 6の 項 中 「 第 4 4条 の ４ 第 １ 項 」 を 「 第 4 4条 の ２ 第 １ 項 」

に 改 め 、 同 表 1 0 1の 項 か ら 1 0 6の 項 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

1 0 1  削 除  削 除  

1 0 2  削 除  削 除  

1 0 3  削 除  削 除  

1 0 4  削 除  削 除  

1 0 5  削 除  削 除  

1 0 6  削 除  削 除  

別 表 第 ４ の 1 0 7の 項 中「 第 1 7 7条 の 1 1第 ２ 項 」を「 第 1 5 8条 第 ２ 項 」

に 改 め 、「 種 別 割 」 を 削 り 、 同 表 1 1 2の 項 中 「 種 別 割 」 を 削 り 、 同

表 1 1 3の ２ の 項 中「 自 動 車 税 種 別 割 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 事 項 の 照 会

書 」 を 「 自 動 車 税 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 事 項 の 照 会 書 」 に 改 め 、 同

表 1 1 3の ３ の 項 中「 自 動 車 税 種 別 割 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 事 項 の 報 告

書 」 を 「 自 動 車 税 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 事 項 の 報 告 書 」 に 改 め る 。  

第 ８ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 ８ 号 様 式  削 除  

 第 ９ 号 様 式 の ４ 中 「 （ 自 動 車 税 種 別 割 督 促 状 等 （ Ｏ Ｃ Ｒ バ ー コ  

ー ド 付 ） 用 ） 」 を 「 （ 自 動 車 税 督 促 状 等 （ Ｏ Ｃ Ｒ バ ー コ ー ド 付 ）  

用 ） 」 に 、 「 神 奈 川 県 自 動 車 税 種 別 割 納 付 書 兼 納 付 済 通 知 書 」 を  

「 神 奈 川 県 自 動 車 税 納 付 書 兼 納 付 済 通 知 書 」 に 、  

「 神 奈 川 県 原 符 兼   「 神 奈 川 県 原 符 兼  

払 込 金 受 領 証   を  払 込 金 受 領 証   に 、  

自 動 車 税 種 別 割 」   自 動 車 税    」  

「         「  

        を             

       」         」  

第 1 0号 様 式 中  

自動車税種別割 

  
自動車税 

 
に 改 め る 。  

を  

に 改 め 、  



「  

自 動 車 登 録 

（車両）番号 
 

年度 月分 新 ・ 移 ・ 軽 

環 境 

性能割 

税   額 百 十 万 千 百 十 円 

延滞金 日分        

種 別 割        

計        

納 期 限 ・    ・ 

               」  

「  

自 動 車 

登 録 番 号 
 

年度 月分 

県 税 自 動 車 税 

税   額 百 十 万 千 百 十 円 

納 期 限 ・    ・ 

               」  

「 、 横 浜 銀 行 川 崎 支 店 自 動 車 税 管 理 事 務 所 川 崎 駐 在 事 務 所 内 派 出

所 」 を 「 及 び 横 浜 銀 行 川 崎 支 店 自 動 車 税 管 理 事 務 所 川 崎 駐 在 事 務

所 内 派 出 所 」 に 改 め 、 「 、 横 浜 銀 行 中 山 支 店 神 奈 川 県 自 動 車 会 議

所 神 奈 川 事 業 所 内 派 出 所 及 び 横 浜 銀 行 愛 川 支 店 神 奈 川 県 自 動 車 会

議 所 軽 相 模 事 業 所 内 派 出 所 」 を 削 る 。  

第 1 6号 様 式 中 「 （ 自 動 車 税 種 別 割 一 般 用 ） 」 を 「 （ 自 動 車 税 一

般 用 ） 」 に 、  

「          「  

                                     

         

第 1 6号 様 式 の ２ （ 表 ） 中 「 （ 自 動 車 税 種 別 割 随 時 用 ） 」 を 「 （

自 動 車 税 随 時 用 ） 」 に 、  

 

 

 

を  

に 、  

を   に 改 め る 。  自 動 車 税               

 

自 動 車 税 種 別 割              

 」   」   



「               「  

 

 
             」               」  

改 め る 。  

第 2 0号 様 式 の ２ 及 び 第 2 0号 様 式 の ３ 中 「 種 別 割 」 を 削 る 。  

第 4 9号 様 式 か ら 第 5 0号 様 式 の ３ ま で の 規 定 中 「 自 動 車 税 種 別 割  

納 税 証 明 書 」を「 自 動 車 税 納 税 証 明 書 」に 、「 自 動 車 税 種 別 割（ 令

和 元 年 ９ 月 3 0日 以 前 に 納 税 義 務 が 発 生 し 、 課 税 さ れ た 自 動 車 税 」

を 「 自 動 車 税 （ 令 和 元 年 1 0月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 3 1日 ま で の 間

に 納 税 義 務 が 発 生 し 、 課 税 さ れ た 自 動 車 税 種 別 割 」 に 改 め る 。  

第 7 4号 様 式 の ３ の 備 考 ２ 及 び 第 7 6号 様 式 中「 令 和 ８ 年 ３ 月 3 1日 」 

を 「 令 和 1 3年 ３ 月 3 1日 」 に 改 め る 。  

第 1 1 3号 様 式 か ら 第 1 3 1号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 1 1 3号 様 式 か ら 第 1 3 1号 様 式 ま で  削 除  

第 1 3 2号 様 式 （ 表 ） 中 「 （ 自 動 車 税 種 別 割 一 般 用 ） 」 を 「 （ 自 動  

車 税 一 般 用 ） 」 に 、 「 神 奈 川 県 自 動 車 税 種 別 割 納 付 書 兼 納 付 済 通

知 書 」 を 「 神 奈 川 県 自 動 車 税 納 付 書 兼 納 付 済 通 知 書 」 に 、  

「 神 奈 川 県 原 符 兼   「 神 奈 川 県 原 符 兼  

 払 込 金 受 領 証   を  払 込 金 受 領 証   に 、  
 自 動 車 税 種 別 割 」   自 動 車 税    」  
「           「  

  

 

 

 

          

                  」                     」  

同 様 式 （ 裏 ） の 備 考 １ 中 「 種 別 割 」 を 削 り 、 同 様 式 （ 裏 ） の 備 考

３ 中 「 自 動 車 税 種 別 割 申 告 書 」 を 「 自 動 車 税 申 告 書 」 に 改 め る 。  

第 1 3 2号 様 式 の ２ （ 表 ） 中 「 （ 自 動 車 税 種 別 割 口 座 振 替 用 ） 」 を  

「 （ 自 動 車 税 口 座 振 替 用 ） 」 に 、 「 自 動 車 税 種 別 割 納 税 通 知 書 」

を 「 自 動 車 税 納 税 通 知 書 」 に 、  

「         「  

  

自 動 車 税 種 別 割 

（ ） 

 

を   
自 動 車 税 

（ ） 

 

を   

年度 

（ 月随時分） 

自 動 車 税 

 

 

に 改 め 、  

年度 

（ 月随時分） 

自 動 車 税 

種 別 割       

 

を  に 改 め 、  

」  

に   

自 動 車 税 

 

自 動 車 税 種 別 割  

 」  



同 様 式 （ 裏 ） の 備 考 １ 中 「 種 別 割 」 を 削 り 、 同 様 式 （ 裏 ） の 備 考

２ 中 「 自 動 車 税 種 別 割 申 告 書 」 を 「 自 動 車 税 申 告 書 」 に 改 め る 。  

第 1 3 2号 様 式 の ３ 中「（ 自 動 車 税 種 別 割 随 時 課 税 等 用 ）」を「（ 自

動 車 税 随 時 課 税 等 用 ） 」 に 、 「 自 動 車 税 種 別 割          

    年 度 （     月 随 時 分 ） 」 を 「 自 動 車 税        

      年 度 （     月 随 時 分 ） 」 に 、 「 自 動 車 税 種 別 割

が 」 を 「 自 動 車 税 が 」 に 、 「 第 1 7 7条 の 1 1第 ７ 項 」 を 「 第 1 5 8条 第

７ 項 」 に 、 「 自 動 車 税 種 別 割 申 告 書 」 を 「 自 動 車 税 申 告 書 」 に 改

め る 。  

第 1 3 2号 様 式 の ４ （ 表 ）中「（ 自 動 車 税 種 別 割 一 括 納 税 用 ）」を

「 （ 自 動 車 税 一 括 納 税 用 ） 」 に 、  

「 自 動 車 税 種 別 割   「 自 動 車 税     

（ 一 括 納 税 ）  」   （ 一 括 納 税 ）」  

「 自 動 車 税 種 別 割 納 税 通 知 書 」 を 「 自 動 車 税 納 税 通 知 書 」 に 、  

「            「  

  

          」             」  

同 様 式 （ 裏 ） の 備 考 １ 中 「 種 別 割 」 を 削 り 、 同 様 式 （ 裏 ） の 備 考

３ 中 「 自 動 車 税 種 別 割 申 告 書 」 を 「 自 動 車 税 申 告 書 」 に 改 め 、 同

様 式 の 付 表 中「 自 動 車 税 種 別 割 納 税 通 知 書（ 一 括 納 税 用 ）内 訳 書 」

を 「 自 動 車 税 納 税 通 知 書 （ 一 括 納 税 用 ） 内 訳 書 」 に 改 め る 。  

第 1 3 7号 様 式 中 「 自 動 車 税 種 別 割 」 を 「 自 動 車 税 」 に 改 め る 。  

第 1 4 1号 様 式 中「 自 動 車 税 種 別 割 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 事 項 の 照 会  

書 」 を 「 自 動 車 税 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 事 項 の 照 会 書 」 に 、 「 係 る

自 動 車 税 種 別 割 」 を 「 係 る 自 動 車 税 」 に 、 「 自 動 車 税 種 別 割 申 告

書 」 を 「 自 動 車 税 申 告 書 」 に 改 め る 。  

第 1 4 1号 様 式 の ２ 中 「 自 動 車 税 種 別 割 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 事 項  

の 報 告 書 」 を 「 自 動 車 税 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 事 項 の 報 告 書 」 に 、

「 と お り 自 動 車 税 種 別 割 」 を 「 と お り 自 動 車 税 」 に 改 め る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 神 奈 川 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 規 定 中 自 動 車 税 に 関 す

る 部 分 は 、 令 和 ８ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 自 動 車 税 に つ い て 適 用 し

、 令 和 ７ 年 度 以 前 の 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て は 、 な

を   に 改 め 、  

を  に 、  



お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 取 得 さ れ た 自 動 車 に 対 し て 課 す る 自

動 車 税 の 環 境 性 能 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

４  改 正 前 の 様 式 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 必

要 な 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  


